
令和８年度地域包括ケア「見える化」システムを活用した 

地域分析方法に関する保険者支援事業業務委託提案仕様書 

 

 本仕様書は、福島県（以下「甲」という。）が委託にて実施する「令和８年度地域包括ケ

ア「見える化」システムを活用した地域分析方法に関する保険者支援事業」を、     

             （以下「乙」という。）が受託するに当たり、必要な事項を定

めるものである。 

 

１ 目的 

福島県内の市町村において、地域包括ケア 「見える化」 システム（以下「見える化」

システム）という。）及びその他各種システムのデータを収集・分析し、地域の介護保険

事業の実情及び課題を把握した上で、介護保険事業計画の策定・進捗管理を行い、自立

支援・重度化防止等の重要な事業の立案や効果的な実施のための手法を習得することを

目的とする。 

 

２ 委託業務内容 

市町村が介護保険事業の実情や課題を把握した上で、介護保険事業計画の進捗管理や

事業立案につなげるため、見える化システムの操作や各種データの収集及び分析方法を

習得するための研修や地域分析に資する事業を企画・運営する。 

（１）研修の企画運営 

ア 対象者 

    介護保険業務に携わる市町村及び県の職員 

イ 内容 

    次の２コース計３回の研修を開催し、定員は各回３０名を目安とする。 

あわせて、１回当たりの時間は３～４時間とする。 

① 基礎コース ２回 

見える化システムの操作が未習熟な職員を対象に、同システムの基礎的な操作

及び得られた各種データの分析の方法等を習得させる。 

なお、同じ内容の研修を２回開催するものとする。 

② 応用コース １回 

見える化システムの基礎的な操作方法は修得済みの職員を対象に、見える化シ

ステム及びその他のシステム等から得られる各種データの収集・分析、事業立案

等の方法を修得させる。 

ウ アンケートのまとめ 

    研修受講者に対するアンケートを実施し、傾向や強化すべき点等についてとりま

とめる。 

エ 留意点 

   ① 研修内容について 

    ○ 第１０期介護保険事業計画策定に向け、地域の実情把握や課題分析の手法を

学ぶことができる研修を企画すること。なお、２０４０年を見据えた対応を念

頭に置いた計画策定に取り組むことが国から求められていることから、中長期

的な推計方法等についても研修に含めること。 

    ○ 研修内容について、乙が、資料も含めて研修開催日の３週間前までに初案を

提出し、甲と協議しながら最終決定する。 
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    ○ 乙は、受講者に対し、中立・公平な立場で研修を実施すること。 

② 開催日程・場所について 

    ○ 開催日及び場所の調整確保、パソコン等使用備品の準備を行うこと。 

    ○ 県内いずれの市町村も参加しやすいよう、場所の選定には、アクセスや駐車

場等も配慮すること。 

    ○ 原則、８月までに研修を終了させること。 

   ③ 参加者募集及び受講料について 

    ○ 研修の受講者は、甲が募集し決定する。 

    ○ 受講料は無料とする。 

   ④ 当日の運営について 

    ○ パソコンやシステムの操作が未習熟な職員や個別の問合せに十分に対応でき

るよう、講師のほか、各受講者を支援するためのスタッフを配置する。 

（２）その他の独自企画 

乙は、市町村職員の地域分析や介護保険給付適正化に資する独自の企画について、

甲に提案し、協議の上で実施する。その際、保険者機能強化推進交付金及び介護保険

保険者努力支援交付金に係る評価指標の向上に資する企画内容とする。 

（参照） 

厚生労働省ＨＰ「保険者機能強化推進交付金及び介護保険保険者努力支援交付金の

集計結果について」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17090.html 

 

３ 提出書類 

  乙は、甲に対して次の書類を提出する。また、提出は電子メールを基本とする。 

（１）契約締結後、速やかに提出するもの 

ア 着手届（様式第１号） 

  イ 業務管理者通知書（様式第２号） 

  ウ 業務工程表（任意様式） 

  エ その他、甲が必要とする書類 

（２）第１回目の研修開催の２か月前を目安に提出するもの 

  ア 研修の開催日程、場所、概要を示した計画書（任意様式） 

  イ その他の独自企画の概要を示した計画書（任意様式） 

（３）各研修の開催３週間前までに提出するもの 

  ア 研修の当日配布資料案（任意様式） 

（４）各研修の終了２週間後までに提出するもの 

  ア 受講者アンケートとりまとめ結果（任意様式） 

（５）業務完了後に速やかに提出するもの 

  ア 完了届（様式第３号） 

  イ 実績報告書（様式第４号） 

詳細を任意様式にまとめて添付すること。 

  ウ その他、甲が必要とする書類 

 

（６）独自提案の事業実施に関し提出するもの 

  ア 内容に応じて甲乙協議の上で決定する。 
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４ 委託料支払 

（１）契約書第１１条に基づく提出様式は、次のとおりとする。 

  ア 委託料精算払請求書（様式第５号） 

  イ 委託料前金払請求書（様式第６号） 

（２）乙から甲へ（１）イの前金払請求書の提出があった場合、甲は乙に対し、必要と認

める資料を追加して求めることができる。 

 

５ その他 

  本仕様書に定めのない事項及び本仕様書に定める内容について疑義が生じたときは、

甲と乙が誠意をもって協議し、法令等を遵守して実施するものとする。ただし、明示の

ない事項にあっても、社会通念上当然必要と思われるものについては本業務に含まれる

ものとする。 

 

 

 


